
◇子どもの状況把握がすんでから保健室へ連絡

在中 不在

所在確認

所在確認

※養護教諭と相談

（養護教諭不在時は、教頭・校長と相談）

〈養護教諭・担任〉

※出欠席記録簿に早退の記録

（紙の出席簿の代わり）

※緊急時に児童掌握のためにも

　必要です。確実に！！

※「いつ」「どのように」

　保護者が迎えに来るのか連絡　　

早退を検討

①教頭に連絡

【修正版】保健室来室のルール～子どもの「けが・体調不良」の場合～R7,5,6

緊急搬送の心配がない場合

保健室へ内線連絡

児童の様子を
養護教諭に連絡

・いつから

・どのような症状

・原因と思われること

※【保健室来室カード】を

持参

養護教諭不在

保健室入り口掲示版にて

所在の確認

事務室から

養護教諭携帯へ電話

所在の確認

③事務室に連絡

◇子どもが保健室へ向かう前に

◇児童の体調不良による早退にかかわって

児童の体調不良の訴え

〈担任〉

①校長に報告

②家庭へ連絡

児童の症状確認

担任・養護教諭

【救急搬送・

学校より医療機関受診の判断】

・運動麻痺 ・筋力低下

・しびれ ・異常感覚

・頭痛 ・吐き気

・気分不快 ・けいれん

・普段と違う行動パターン

・バランステストの異常

等

「頭頸部外傷事故対応

フローチャート」より

担当職員が

【児童の様子の把握】を行う
・いつから

・どのような症状

・原因と思われること

①右記のような症状を訴えた場合は、

頭頚部部外傷がないか慎重に聞き取る

②頭頚部外傷による症状の場合は、

救急車を要請

※養護教諭と直接連絡し、

【保健室来室カード】を持参し

担任が児童に付き添い、

保健室に行く。


